
補助対象事業

佐賀県中小企業事業承継円滑化支援事業費補助金

補助率 補助上限額

１/２以内 100万円

◆円滑な事業承継に向けた体制整備に取り組む以下の事業
① 売上確保のための新たな商品開発・サービス導入
（例：他業種等とのコラボ商品の開発、タブレット等を活用した注文サービスの導入 等）

② 生産性向上のための設備投資
（例：商品管理システムの導入、ITシステム内蔵型設備の導入 等）
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事業承継の実行
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中小企業の円滑な事業承継に向けた商品開発や設備投資を支援します！

公募締切：平成31年（2019年）５月15日（水曜日）

補助率･上限額



事
業
承
継
に
向
け
て
商
品
開
発
、

設
備
投
資
等
の
環
境
整
備
が
必
要
な

中
小
企
業

佐
賀
県

事業計画書

交付申請

交付決定

補助事業の
実施

実績報告

補助金支払い

交付請求

補助金の内示

交付の流れ

佐賀県中小企業事業承継円滑化支援事業費補助金

◆県内に所在する中小企業（法人・個人事業主）

専門家謝金、専門家旅費、デザイン料、原材料費、製造･改良･加工費、開発費、調査研究費、
技術導入費、クラウド利用料、機械装置費、外注加工費、委託費、通信運搬費、借損料、雑役務費、
資料購入費

・ 計画認定申請書（事業計画、収支予算書）
・ 知的資産報告書又はこれに類するもの、若しくは円滑な事業承継のために行う取組の分かる計画書

業種分類 中小企業者の定義

製造業その他
資本金の額又は出資の総額が
３億円以下の会社

又は
常時使用する従業員の数が
300人以下の会社及び個人

卸売業
資本金の額又は出資の総額が
１億円以下の会社

又は
常時使用する従業員の数が
100人以下の会社及び個人

小売業
資本金の額又は出資の総額が
５千万円以下の会社

又は
常時使用する従業員の数が
50人以下の会社及び個人

サービス業
資本金の額又は出資の総額が
５千万円以下の会社

又は
常時使用する従業員の数が
100人以下の会社及び個人

補助対象者

補助対象経費

提出書類

本補助金の詳細については、ホームページでご確認ください。申請書類などのダウンロードもこちらのページからできます。
＜http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00367595/index.html＞

佐賀県産業労働部経営支援課 ☎0952-25-7182
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